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通常の行政サービスの 
民間委託・補助事業 
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成果の有無にかかわらず 
活動にかかった経費を支払い 

サービス提供者（NPO等） 

サービス対象者 

サービスを提供 

行政 

出典：日本財団資料 



外部資金提供者を巻き込んだ 
成果連動支払い＝SIB 
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出典：日本財団資料を一部加工 

目標達成時のみ 
報酬を支払う 
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行政 
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生産性の高いサービスを提供 



SIBのファイナンス・モデル 
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 SIBの導入により、公的コストを削減し、事業成果が上がれば、コスト削
減による資金から元本とリターンを投資家に償還。成果が上がらない場合
に行政は投資家には元本も償還しない。 
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行政の施策
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行政にもたらさ
れるコスト削減 

投資家リターン 

NPO等 
事業実施コスト 

SIBの
インパ
クト 

出典：日本財団資料をもとに尼崎市作成 



SIB実証実験参加の経緯 
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• 本市でソーシャルビジネスに取り組むにあたり、指導をいただいてい
た方を仲介として、平成26年6月に日本財団からSIB導入に向けた実証
実験について打診あり。 

 

• 平成26年7月に日本財団と庁内の関係各課と意見交換を行い、生活保
護受給者の就労支援・自立支援の枠組みでSIB導入に向けて実証実験を
行う方向で検討。 

 

• 平成26年12月に本市と日本財団との間で、SIB実証実験を実施する旨
の基本協定書を締結。保護課等と実証実験の具体的な事業内容等につ
いて協議。 

 

• 実証実験の事業提供団体としてNPO法人育て上げネットが選定され、
本市、日本財団、育て上げネットの三者で個別協定書を締結。 



尼崎市パイロット事業の概要① 
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出典：日本ファンドレイジング協会資料 

取組概要 
• 尼崎市にて増加する生活保護世帯のうち就労が可能と思われる若者（１５〜３
９歳）を対象にしたアウトリーチ（訪問支援）、就労支援のプログラムを実施
することで、社会保障費の低減、税収の増加を意図したSIBを組成する。 

提供 
サービス 

• サービス対象者：尼崎市の生活保護受給世帯における15歳〜39歳の就労可能な
若者（ただし、特にひきこもり等の行政の介入が難しく、ケースワーカーが
リーチできていない層） 
 

• 提供サービス：対象となる若者への関与継続型のアウトリーチと就労支援を行
い、尼崎市の就労支援施策と連携させることで若者の就労を支援する。 

成果目標 • 200名のうち6名の就労と4名の就労可能性向上を目指す 

コスト 
削減効果 

• 6名が就労、4名の就労可能性が向上した場合、 
 生活保護費削減額及び納税額増加による尼崎市の便益：   
 約1,300万円 
 

• SIB事業費：約1,300万円 
 

• 尼崎市単体でのコスト削減効果は小さいが、国の費用負担を含め
ると4,400万円のコスト削減効果が見込める。 



尼崎市パイロット事業の概要② 
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出典：日本ファンドレイジング協会資料 
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尼崎市パイロット事業の概要③ 
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尼崎市パイロット事業の概要④ 
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尼崎市パイロット事業の概要⑤ 
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出典：日本ファンドレイジング協会資料を一部加工 



尼崎市パイロット事業の結果 
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出典：武蔵大学・粉川教授の報告書をもとに尼崎市作成 

成果目標 • 200名のうち6名の就労と4名の就労可能性向上を目指す 

結果 
• 精査した対象者50名のうち実際に支援を希望した対象者20名に対
して事業を実施したが、１年間で就労に至った者はいなかった 

• 一方で、支援を受けた対象者の半数に対して、生活上のポジティブ
な変化を生み出すことができた（QOLの改善） 

財政的効果
の試算 

• 生活上のポジティブな変化が生じた対象者が、将来就労に至る可能
性を踏まえて理論的に算出した財政的効果（最長48年の累計値）： 
尼崎市：約800万円、国：約6,000万円 

• SIB事業費：約1,300万円 
 

• 尼崎市のみでみると赤字になっているが、国ベースで見ると黒字 
• ただし、就労者がいない現状では、あくまで理論値と評価せざるを
得ない 



財政的効果の考え方の概要 
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効果額×1.0 

効果額×0.5 

効果額×0.25 

１人当たりの効果額を設定した上で、対象者ひとりひとりの就労に向けた変化を
評価し、その到達状況に応じて係数を乗じ、それらの合計値を財政的効果とする。 

効果額×0 

【効果額】 
（税収増、保護費減等の 
最長48年の累計値） 

出典：武蔵大学・粉川教授の報告書をもとに尼崎市作成 

この計算により、１人当たりの効果額（理論値）が計算できる。 
これを全対象者分合計した数値が、財政的効果となる。 
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平成29年度における新たな動き 
～神戸市のSIB事業～ 

• 神戸市、社会的投資推進財団（日本財団の関連団体）、DPPヘルスパートナーズ、
三井住友銀行、SMBC信託銀行の5機関が事業実施に合意。（H29.7.20） 

事業の概要 出典：社会的投資推進財団資料 
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神戸市SIB事業の体制 

出典：社会的投資推進財団資料を一部加工 

金融機関が関与し、資
金提供まで行っている点
が大きな特徴。 
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SIBの実施目的・実施意義 

１．官民連携で公共サービスの提供を行うこと 
 
２．成果指標を開発し、事業の成果を可視化すること 
 
３．成果志向の資金の流れを生むこと 

尼崎市のパイロット事業では、「１」は成功。 
一方で、「２」については議論の余地があり、 
「３」を生み出せるような状況には来ていない。 

SIBは、目的ではなく手段。 
もし目的達成のため、他により良い手段があれば、

SIBでなくても良い… 
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実証実験を経て気づいた 
SIB導入における地方公共団体の課題 

１ ． 「地方公共団体」ならではの実務上の課題 
 ○地方自治法、地方財政法等の制約 
 ○対象事業に関する法令上の制約も 

 ⇒実施スキームの工夫次第でクリアできる要素があるか 
 
２．客観的な事業評価手法の確立と事業の採算性 
 ○事業評価や効果額の妥当性の検証 
 ○地方財政制度（特に地方交付税）との関係性の整理が必要な場合も 
 ○「削減した行政コストをリターンへ」が現金ベースで成立するか 
 ⇒SIBは、基礎自治体レベルなら、 
  「行政コストの削減」といった行革的目的よりも 
  「成果指向の事業実施手法」という政策的目的で整理する方が 

  理解を得られやすい？ 
 
３．「新しいこと」への抵抗感 
 ○地方公共団体の組織文化の中で、どう新規案件に取り組むか 
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